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新年の名刺交換会

恒例の名刺交換会をつぎのと~þ 行

在います。参加を希望される方は会

費 200円をそえて11月30日までに大

村市役所庶務課へ申し込みください

日時昭和39年 1月1日 午 前11時

場所大村市中央公民館(庶務課〉
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大村市監査公表第2号

地方自治法第 199条第 3項の規定による定

期監査及び同条第 6項わ規定による補助団体

の監査を執行したので、その結果を次のとお

り公表する o

-
学
校
法
人
向
陽
学
園

本
学
園
は
私
立
学
校
法
に

基
づ
き
設
立
さ
れ
、
学
校
教

育
法
に
よ
る
高
等
学
校
及
び

幼
稚
園
を
設
置
す
る
と
と
も

に
私
立
学
校
法
矛
二
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
事
業
を
経
営

し
て
い
る
。
本
市
は
こ
れ
に

対
し
、
昭
和
三
十
七
年
度
向

陽
高
等
学
校
設
備
整
備
費
補

助
と
し
て
十
五
万
円
を
交
付

し
て
い
る
。
監
査
に
当
た
っ

て
は
三
十
七
年
度
収
支
決
算

書
、
現
金
出
納
簿
そ
の
他
の

会
計
帳
簿
書
類
等
を
照
合
し

昭和38年10月25日

大村市監査委員 林田
r
t
C
7
4
1¢
、
t
「
〈

J
L

・2
L」

仁

同 三島恵吉

川監査の種類 補助団体に対する監査及び定

期監査

昭和38年 7月4日、

17日から19日まで

学校法人向陽学園(7月 4日)

大村商工会議所 ( fI 5日)

三域保育所 ( 1/ 17日)

中央保育所 ( 11 ) 

池田保育所 (υ18日)

敬老院 ( 11 ) 

安彦

該
補
助
金
の
適
実
な
収
入
並

び
に
使
途
を
認
め
た
。
市
当

局
と
し
て
は
補
助
金
の
交
付

に
つ
い
て
次
の
諸
点
に
留
意

せ
ら
れ
た
い
。

交
付
時
期
は
三
十
七

年
度
末
と
た
っ
て
い
る

が
、
予
算
は
年
度
当
初

に
成
立
を
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
補
助
金
の

効
果
的
使
用
を
図
る
た

め
に
も
、
交
付
の
時
期

を
再
検
討
す
る
こ
と
。

申
請
書
の
内
容
か
ら

前
記
目
的
を
も
っ
て
交

1 2 

5目、(2)監査の時期

(3)監査の対象

付
さ
れ
た
も
の
と
推
定

す
る
も
の
で
あ
る
が
、

交
付
指
令
が
発
さ
れ
て

い
泣
い
の
で
、
必
ら
や

J

補
助
目
的
、
条
件
等
を

明
記
し
た
指
令
書
を
発

し
て
交
付
す
る
こ
と
@

園
大
村
商
工
会
議
所

本
会
議
所
は
商
工
会
議
所

法
に
基
づ
き
、
営
利
を
目
的

と
せ
や
、
地
区
内
に
ゐ
け
る

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基

盤
と
し
商
工
業
の
総
合
的
危

改
善
発
達
を
図

b
、
兼
ね
て (会)監査の結果

社
会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に

資
し
、
も
っ
て
我
が
国
の
商

工
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和

三
十
七
年
度
事
業
計
画
は
国

の
金
融
引
締
政
策
が
引
き
続

き
三
十
七
年
度
も
行
わ
れ
る

様
相
を
呈
し
て

h
p、
大
・
巾

左
緩
和
は
期
待
さ
れ
4
3
、
経

済
成
長
は
緩
漫
と
な
り
つ
つ

あ
り
消
費
面
も
や
や
退
潮
気

味
で
戒
慎
む
要
が
あ
る
か
ら

か
か
る
蚊
勢
下

K
対
応
し
つ

つ
、
工
業
む
誘
致
、
商
業
界

の
近
代
化
の
進
展
、
育
成
強

化
を
目
的
と
し
て
商
庖
街
の

整
列
化
を
図
り
郷
土
の
毘
進

を
高
揚
す
る
方
針
の
も
と
に

そ
の
大
綱
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
本
会
議
所
に
対
し
て
交

付
さ
れ
た
補
助
金
の
種
別
は

別
表
に
示
す
と

h
b
で
あ
る

監
査
に
当
た
っ
て
は
、
=
一

十
七
年
度
の
決
算
書
、
元
帳

モ
の
他
の
会
計
諸
帳
簿
書
類

等
に
つ
い
て
照
合
し
た
が
該

補
助
金
等
の
収
支
紋
況
は
ゐ

ゐ
む
ね
良
好
と
認
め
ら
れ
た

一
般
事
業
費
(
中
小
企
業
相

談
所
費
を
含
む
〉
の
支
出
額

(別表〉

?OO.OOO円商工会議所事業費補助I 

50.000円中小企業相談所運営費補助2 

. 
' 

815.000円

5.000円

商工会議所会館建設事業費補助

新入所従業員大会開催費補助

3 

4 

は
三
百
四
十
六
万
五
千
八
百

四
十
三
円
で
市
の
補
助
金
む

占
め
て
い
る
割
合
は
七
・
二

μ
、
会
館
建
設
事
業
費
の
支

出
額
は
三
百
九
十
九
万
六
千

九
百
七
十
四
円
で
市

C
補
助

金
の
占
め
る
割
合
は
二
十
一

.
九
M
F

と
-E
っ
て
い
る
。

主
語
、
共
通
事
項
と
し

τ

は
、
市
当
局
に
h
a

け
る
補
助

後
の
結
果
む
確
認
措
置
に
闘

す
る
認
識
が
う
す
い
こ
と
で

あ
り
、
特
に
補
助
金
の
交
付

指
令
に
当
た
っ
て
は
、
補
助



大村市政だよ昭和33年4月n日第三種郵便物認可昭和38年11月10日 ( 2 ) 

の
対
象
と
す
る
事
業
、
事
項

等
は
で
き
る
だ
け
明
瞭
に
記

載
し、

補
助
金
の
使
途

の
適

切
を
期
す
る
と
と
も
に
、
事

後
の
確
認
を
容
易
在
ら
し
め

る
よ
う
留
意
が
望
ま
れ
る
。

り

国
保
育
所
(
三
城
、
中

央
、
池
田
)

-
概
要

木
保
育
所
は
児
童
福
祉
法

に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
と

J釆育所野1¥職員配醤i栄光
"調、

府系と村長 l-l:f.~-Hr 採 吐 tf 

三主税イ系肴M'葬宣言霧 / 人 3 人 I.L ノ止、

申英紙背角'i ノ， f 3 1.;. 

?セ凶係賀押T y 3 i/ 

し
て
設
け
ら
れ
、
児
童
福
祉

を
推
進
す
る
一

環
と
し
て
保

育
に
欠
け
る
児
童
を
心
身
と

も
に
す
こ
や
か
に
育
成
す
る

と
と
も

K
、
児
童
保
護
者
む

労
伯
能
力
の
増
進
に
寄
与
す

る
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
モ
の
人
員
配
置
状
況
は

表
1
の
と
沿
り
で
あ
る
。

事
務
処
理
む
拡
況
は、

お

沿
む
ね
良
好
で
改
善
の
あ
と

が
見
受
け
ら
れ
た
が
、
細
部

~2 

保問7質~ \ 沿尚竺 2 うえ 3矢 正手ヲ二 5~丈 b矢 多T 備 考
ゴゼ ヲ手

iJ-.A. 8 b人 10人 3 人 3Jへ

4高系 セ b 3 q /0 / 2タ

会十 J 0 ! I !!i 20 if- b ρ 

τp 当1 5 之O ! ! 2 / 39 

マ主 7 含 る O O ヱ/

~t 72 之8 /7 f / bO 

長体需主
'$'l 3 b /る る O J/ 

q ワ /0 L る C ::<9 

ま「 /0 /b ム22 ノ之 O /:， 0 

元(イ千葉詩集込状童)巴所入

に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る

点
も
あ

b
、
今
後
の
努
力
主

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
児
童
状
安
に
つ
い
て

入
所
児
童
状
況
は
、
昭
和

三
十
八
年
六
月
末
現
在
、
保

育
所
別
、
年
令
別
に
示
せ
ば

表
2
む
と
お

p
と
在

っ
て
お

り
、
各
保
育
所
と
も
定
員
〈

六
十
名
)
ど
治
り
収
容
さ
れ

て
い

る。

3
措
置
費
に
つ
い
て

保
育
所
措
置
費
に
つ
い
て

昭
和
三
十
七
年
庶
及
び
三
十

八
年
度
(
=
一
十
八
年
六
月
末

現
在
)
の
納
入
状
況
は
表
3

・

4
の
と
治
り
と
な
っ
て
い
る

な
告
措
置
費
の
徴
収
等
に

つ
い

て
次
の
諸
点
に
留
意
C

要
が
認
め
ら
れ
た
。

ω措
置
費
の
出
納
に
つ

い
て

路弁3~年友 J:f 3ぢ均三ふ丙~援註ま

~青祈潜，.貨週早茨4ト例入状記

おた 調え綴 収入婿頒 者三例尺3要額す又入未完寄頬収入比

ι号550河
月

λ600門 :;-0 sSCフ}司
ゲ・

ヲデヰiA ノξ1/.00 ::<之、5

3fJ年度 6 73，之75 3$00 一 bfl:グ75 ゴノ

受え4

現
年
度
分
に
つ
い
て
は
、

当
該
年
度

の
十
二
月
末
及

び
翌
年
の
五
月
下
句
頃
催

告
状
を
発
し
て
い

る
が
当

該
措
置
費
は
そ
の
月
分
を

翌
月
末
日
ま
で
に
納
入
す

る
こ
と
に
在
っ
て

治
り
、

滞
納
者
に
対
し
て
は
納
期

限
経
過
後
一
定
期
間
を
定

め
て
法
定
の
督
促
手
続
を

と
る
こ
と
。

ω措
置
費
の
滞
納
分
に

つ
い

て
時
効
の
完
成
し
た
も
。

は
調
書
を
作
成
し
、
決
裁

後
欠
損
処
分
を
し
て
い
る

が
個
人
別
む
滞
納
蚊
抗
ず

明
ら
か
で
・
泣

い
の
で
納
期

限
を
経
過
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
市
税
の
例
に
よ

り
滞
納
カ
ー
ド
を
作
成
レ

j乏5~頑固広場千から t7l il~ c7l努足首状認(係費前納)

~友知l 盆 ，$1気
納長

揚 方Z
片手文主回差.t-須

ヨマ耳三度 O 円 5 伴 5
J 
75"0円

395平良 一 一

31手皮 。 之3 ;<7ij.30 

38年度

3マ与F皮 o 32 8::;'8え

3'6芋皮 ノO 900  

必 和38手主主J芋38ヰb月末須佐，ま
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欠
損
処
分
に
至
る
ま
で
の

経
過
を
個
人
別
に
記
鉱
し

適
実
な
資
料
に
よ
り
欠
損

処
分
を
行
う
こ
と
ο

ω措
置
費
に
つ
い
て
、
保
育

料
、
徴
収
金
と
そ
の
名
称

が
同
区
で
事
務
処
碑
上
、

は
ん
雑
で
あ
る
の
で
少
左

く
と
も
会
計
処
理
上
の
名

称
の
統

一
を
は
か
る
こ
と

4
各
種
団
体
等
か
ら

の
金
品

陣訓
似軽量挙.s-!i1l 

主芽主』主t主T語初毛?陣祝羽着
経質 俊 足 逗介

bρ，..09支'(0-1u1sO久山: 前 公安福t灸 震 計

'ff 
又 .A ケ 人 人 人 ノ九 人 ん 人 人

え / I /1 ρ p .:< /1 

咽食 ヨ ノ。 5" ノ9 /必 μ ノO ~ ノ8

き「 5 ノプ フ 之タ :2$ JL ノP j 0 之f

ヨ厄iえじ布完言挙拭

の
寄
贈
以
況
は
表
5
の
と

語
り
と
在
っ
て
い
る
が
、

寄
附
さ
れ
た
物
品
(
備
品

)
に
つ
い
て
台
帳
へ
の
受

入
整
理
が
な
さ
れ
て
い
左

い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
曙

意
さ
れ
た
い
。

5
施
設
の
管
理
等
に
つ
い
て

ω施
設
に
つ
い
て
は
、
お
忌

む
ね
良
好
な
管
理
が
な
さ

れ
て
い
た
が
、
中
央
及
び

池
田
保
育
所
に
そ
れ
ぞ
れ

一
ケ
所
雨
も
り
が
あ
り
、

又
消
火
器
に
つ
い
て
消
火

液
の
有
効
期
限
が
過
管
た

も
の
が
あ
っ
た
(
池
田
保

育
所
〉
の
で
善
処
せ
ら
れ

た
い
。

ω文
書
の
整
理
拭
況
は
た
ゐ

む
ね
良
好
で
あ
っ
た
が
、

文
書
を
数
年
度
分
ま
と
め

て
編
て
っ
し
て
あ
っ
た
が

年
度
区
分
の
表
示
が
し
て

・
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で

留
意
さ
れ
た
い
。

-
敬
老
院

-
概
要

本
院
は
昭
和
二
十
九
年
四

月
生
活
保
護
法
主
基
づ
く
養

老
施
設
と
し

τ開
設
さ
れ
、

老
衰
む
た
め
独
立
し
て
日
常

生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
友

い
要
保
護
者
を
収
容
し
て
、

生
活
扶
助
を
行
う
目
的
を
有

し
、
院
長
以
下
六
名
(
院
長

事
務
員
一
名
、
寮
母
一
名
、

看
護
婦

一
名
、
ほ
う
炊
員

一

名
、
嘱
託
医
一
名
)
に
よ
り

当
該
事
業
む
運
営
が
・
注
さ
れ

て
い

る。

事
務
処
理

の
紋
況
は
ゐ

ゐ

む
ね
良
好
と
認
め
ら
れ
た
。

2
牧
容
者
の
状
究
に
つ
い
て

収
容
者
の
紋
況
は
表
6
の

と
ゐ
り
で
ご
十
九
名

(定
員

事無償興組 E長身~:dz.v:y--~吏途
、、"-/'--. -J''''-'' 

愛 F頃 ~ 4子 次 途

t直《霊長〉 /， /:l玖0&01"¥毛主耀噴 90ぇ/，ωバ

Jゼ事時刻礎控頬 ノ31.470 告t婁県水. ヂ ~{， to

台'l~泥頭 i~~6 ヂ ぅ員耗狛 8を jOp' 6.3.之

一 一 手矢如実 ノ 6"'!700  

一 ;多 17} ;;主 /st. S~ど9

事T ノ.3ノ倹~4正 苛 ノ'.3/8:1晋P

第t'f

三
十
名
)
が
収
容
さ
れ
て
岳

b
、
当
市
在
住
者
二
十
五
名

市
外
よ
り
委
託
者
四
名
よ
り

・
な
っ
て
い

る。

3
事
業
費
負
担
区
分
並
び
に

使
詮
に
つ
い
て

ω負
担
区
分

K
つ
い
て

昭
和
三
十
七
年
度
負
担
区

分
は
表
7
の
と
ゐ
り
で
、

市
負
担
額
(
園
、
県
の
負

担
を
含
む
)
百
十
一
一
万
三

千
八
十
円
、

他
市
町
村
負

担
額
十
三
万
一
千
六
百
七
一
一
F
h目
E
R
M
i
-
-
"
H
A
H
U
M
i
-
-引
U
i
-
-M
M
三コ
H
H
一一三
H

H
一一一
"“
一言
M
R
E
P
U
H
一-三
H
J
-

十
円
自
己
負
担
額
六

万

三

一

・

た

ば

こ

は

市

内

で

……

千
四
百
六
十
四
円
と
左
つ

買
い

ま

し

ょ

う
。

町

中

国

人

は

右

車

は

左

…

ふ

横

断

歩

道

を

通

り

ま

し

ょ

う

。

…

一

一

・

公

明

選

挙

で

よ

い

政

治

川

一

一

交

通

制

限

川

一
一
県
道
大
村
鹿
島
鎮
舗
装
「
l
i
d
-
-引・
l
J
引
l
l
二
一

一
一
新
設
工
事
の
た
め
、
つ
ぎ
一

E
批

禍

北

二

釦

の

と

烏

り

交

通

を

制

貝

し

一

開

幽

期

を

れ

.

f

-

曙

園

口

分

忘

u
u
-

一一

一

ま

す

。

一

陸

棚

問

ん

お

一

四

配

マ

場

所

西

大

村

小

学

校

一

開

園

税

の

さ

だ

一

…

…

ー

一

国

国

民

税

な

く

一

一

一

一

前

一

間

幽

市

険

み

て

一

日

園

田

ま

保

。

の

め

一

割

一

マ

期

限

昭

和

三

十

八

年

一

園

月

康

す

民

納

ふ

一

十

二

月

二

十

五

一

.

.
 

今

賊

肘

市

飢

一

一

四

日

ま

で

r
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-占一一

回
マ
種
別
諸
車
交
通
止

.

四

・

E
E
-
-
E・
・
・

5
・

Esu--ZEE-"書圃
圃
冨
ロ
闘
岡
ロ
ヨ
圃

E
苦
闘
買
日H

d
"

個

M
-日
um
圃
費
言
"
・
・
5
u
m
M
町

て
い

る
。

ω使
途
に
つ
い

て

昭
和
三
十
七
年
度
事
業
費

の
使
途
に
つ
い
て
は
、

総

額
百
三
十
一
万
八
千
百
八

十
九
円

の
う
ち
食
糧
費
が

九
十
万
二
千
六
百
四
十
九

円
で
、

大
半
を
占
め

て
お

p
、
表
7
の
と

ゐ
hν
と
・な

っ
て
い
る
。

4
各
種
団
体
等
か
ら
む
金
品

寄
贈
状
況
は
表
8
に
示
す

と
hhν
と
在
っ
て
お
り
、

金
銭

に
つ
い
て

は
出
納
簿

を
備
え
、
院
長
名
義
む
郵

便
貯
金
に
し
て
保
管
し
て

あ
っ
た
が
、
こ
れ
の
使
途

に
つ
い
て
は
寄
附
に
際
し

条
件
が
附
さ
れ
た
も
の
を

除
き
、
当
然
市
む
予
算
よ

り
支
出
す
べ
き
も
の
と
思

料
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た

の
で
執
行
の
関
連
を
十
分

考
慮
し
て
使
用
さ
れ
た
い



(4) 

開
閉
岡
国

o
s
l
r
a
s
e
開
聞
闘
箇

o
S
1
r
a
s
e

り
造
林
用
首
木
の
予
約
受
付

本
年
も
造
林
の
時
期
が
近
、
子

き
ま
し
た
。
造
林
用
の
苗
木
の

申
込
み
と
造
林
計
画
を
受
け
付

け
ま
す
の
で
、
造
林
地
の
字
地

番
を
調
べ
て
、
苗
木
一
本
当

-P

二
円
以
上
の
予
約
金
と
と
も
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

V

十
一
月
二
十
五
日
午
前
九

時
よ

b
十

二

時

ま

で

萱

瀬

大村市政だよ

出
張
所
V

十
一
月
二
十
六
日

午
前
九
時
よ
り
十
一
時
ま
で

一
一
一
浦
出
張
所
V

十
一
月
二
十

六
日
午
後
一
時
よ
り
=
一
時
ま

で

鈴

田

出

張

所
V

十
一
月

二
十
七
日
午
前
九
時
よ
り

十
一
時
ま
で
松
原
出
張
所

V

十
一
月
二
十
七
日
午
後

一
時
よ
り
三
時
、ま

で

福

重

出
張
所
V

竹
松
、
大
村
、
西

き
た
る
十
一
月
二
十
一
日
は
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
最
…

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
む
投
票
日
で
す
。
投
票
時
間
…

は
午
前
七
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ふ
だ
ん
着
や
仕
事
着
の
ま
ま
で
結
構
で
す
か
ら
、
一
人
…

も
れ
な
く
正
し
い
投
票
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

昭和n年 4月日目第三種郵便物認可

投
票
の
注
意

マ
入
場
券
を
必
ら
ず
持
っ
て

投
票
所
に
は
必
ら
十
入
場
券

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
在
く
し
た
人
は
投

票
所
の
受
付
へ
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。
再
交
付
い
た
し
ま

す。

マ
字
が
書
け
な
い
人
は

字
を
知
ら
な
い
人
や
ケ
ガ
を

昭和38年11月10日

し
て
字
を
書
く
こ
と
が
で
き

友
い
人
は
投
票
所
で
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。
代
理
投
票
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マ
投
票
の
秘
密
は
絶
対
に
ま
も

大
村
地
区
の
方
は
十
一
月
二

十
八
日
ま
で
に
森
林
組
合
事

務
所
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い

(
農
林
課
)
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ベ
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E
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a
H
U
T
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'自
吋

投
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日
に
サ
イ
レ
ン
吹
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，
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h
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⑧
黒
丸
郷
深
町
三
百
六
十
番
五

田
六
敵
十
一
歩

⑨
黒
丸
郷
深
町
三
百
六
十
番
六

四
七
畝
六
歩

⑬
黒
丸
郷
深
町
三
百
六
十
番
七

田
六
畝
九
歩

⑪
今
富
郷
冷
泉
八
十
三
番
田

一
反
一
一
敵
二
十
四
歩

⑮
諏
訪
郷
権
現
山
千
七
百
二
十

九

番

田

四

畝

四

歩

⑬
矢
上
郷
深
山
百
十
五
番
畑

四
畝
二
十
三
歩
外
二
歩
畦
畔

⑭
聞
の
郷
平
石
谷
百
一
番
田

四
畝
五
歩

⑮
黒
丸
郷
高
崎
百
三
十
八
番

県
知
事
の
発
す
る
適
格
証
明
書
田
六
畝
十
二
歩

を
有
す
る
も
の
に
限

b
入
札
を
⑮
黒
丸
郷
高
原
町
二
百
三
十
四

許

可

し

ま

す

。

番

田

六

敵

二

十

四

歩

⑪
平
小
川
郷
千
七
百
四
十
四
番

ム
公
売
物
件

家
屋
呑
号
同
郷
九
十
四
番
の

②
今
村
郷
長
葉
山
千
八
百
四
十
三

四
番
の
一
回
三
畝
十
三
歩
木
造
草
葺
平
家
建
居
宅
一
棟

内

三

歩

草

生

地

建

坪

十

六

坪

九

合

③
中
里
郷
寺
む
前
百
五
十
番
=
一
⑮
並
松
郷
三
百
七
十
七
番
一

田

六

畝

二

十

歩

三

百

七

十

八

番

二

家

屋

番

⑤
玖
島
郷
本
小
路
五
十
八
番
の
号
同
郷
百
七
十
九
番
三
木

十
宅
地
六
十
九
坪
一
合
五
勺
造
瓦
葺
平
家
住
家
一
棟
建

⑥
徳
泉
川
内
郷
足
形
七
百
二
十
坪
十
八
坪
八
合
一
句
付
属

二

番

山

林

二

反

四

散

歩

木

造

杉

皮

茸

平

家

建

炊

事

場

⑦
徳
泉
川
内
郷
土
徳
泉
八
百
五
一
棟
建
坪
七
坪
一
一
合
六
勺

十

九

番

回

一

反

十

一

歩

(

税

務

課

)

午
前
七
時
(
投
票
開
始
)
に
一
分
間

火
災
と
ま
ち
が
わ
な
い
よ
う
ゐ
願
い
し
ま
す

第一回の大村市民

短歌大会を聞きます

b期日 11月24日

午後 1時より

b場所中央公民館

講座室

p 作品雑~;，j; て首

官製はがきを用いて

住所と氏名を明記し

てください。

p締切 11月15日まで

p送り先大村市玖島

郷コロニー協会大村

歌話会事務所

b会費 50円

p賞品特選10名に授

与

l b選 者 鈴 木 忠 次 氏

(教育委員会)

ら
れ
て
い
ま
す

ど
の
候
補
者
に
投
票
し
た
か

と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
わ
か
市
税
滞
納
に
よ
り
差
押
え
た

り
ま
せ
ん
。
投
票
の
秘
密
は
財
産
を
つ
ぎ
の
と
ゐ

b
公
売
し

か
た
く
保
障
さ
れ
て
ゐ

D
ま
ま
す
。
買
受
希
望
者
は
当
日
定

す
か
ら
害
心
し
て
正
し
い
投
刻
ま
で
に
印
鑑
持
参
の
う
え
ご

票
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
参
集
く
だ
さ
い
。

(
選
挙
管
理
委
員
会
)

駅
前
の
選
挙
再
発
の
塔

-
土
地
・
家
屋
を
公
売

ム
日
時
十
一
月
二
十
日

午
前
十
時

ム
場
所
市
税
務
課

ム
公
売
方
法
一
般
競
争
入
札

ム
公
売
保
証
金
見
積
価
格
の

百
分
の
十

ム
代
金
納
付
期
限
十
一
月
二

十
七
日
午
前
十
一
時

ム
農
地
む
公
売
に
つ
い
て
は
、


